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1 政務調査費の概要

(1)政務調査費とは

地方自治法に基づき､東京都議会議員の調査研究に資するため必要な経費の

-部として交付されるもの

◎根拠規定

○ 地方自治法第 100条第 14項及び第 15項

○ 東京都政務調査費の交付に関する条例

○ 東京都政務調査費の交付に関する条例施行規則

○ 東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程

(2)政務調査活動とは

匪頭 が､都民意思を代表し､政策を形成することであり､匝重責頭 重

が､知事その他の執行機関が行 う施策の評価及び監視並びに政策の立案である

ことにかんがみ､政務調査費を充当することのできる政務調査活動を､次のと

おりとするo

1 調査研究活動

都政の課題､議会で審議する案件等について行 う調査研究のための

活動

2 情報収集活動

都民､政治家､行政関係者､民間の団体等との意見交換その他の情

報収集を行 うための活動

3 政策立案活動

政策や方針を立案及び発信するため､会派内又は会派間において､

政策や方針について意見交換や意見調整等を行 う活動

4 広報 ･広聴活動

都民等に対して行 う広報 ･広聴活動

5 その他の政務調査活動

上記のほか､議長が必要と認める活動

◎根拠規定

○ 東京都政務調査費の交付に関する条例第2条第 1項

○ 東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第3条第 1項
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(3)都議会 における制度の概要

項 目 概 要 規 定

交付対象 ○ 会派 (所属議員が1人の場合を含む.) 条例 2(∋

交付金額 ○ 議員 1人につき月額60万円 条例 3

交付申請 ○｢会派代表者｣は､毎年度4月10日までに知事に交付を申請 条例5(∋

交付決定 ○ 知事は､交付申請を受け､交付額を決定し会派代表者に通知 条例6､規則3①

交付請求 ○ 会派代表者は､通知を受け､毎月知事に交付を請求 条例 7(∋

交 付 ○ 知事は､交付請求を受け､速やかに会派に交付 条例 7②

政務調査 ○ 議員の職務及び蕗会の役割にかんがみ､政務調査費を充てら 条例 2①

活動の定義 れる政務調査活動を定義 規程 3①

使途基準 ○ 会派は､｢使途基準｣に従い､適正に使用しなければならないo 条例8

☆使途基準⇒6ページ ☆使途基準の留意点⇒9ページ 規定3(塾､別表

経理責任者 ○ 会派は､ ｢経理責任者｣を定め､議長及び知事に届出 条例 9､規程4③

○ 経理責任者は､経理帳簿等を整理.保管し適正な執行に努め､ 規程4(訣歪)

収支報告書等の提出期限の翌日から起算して5年間保存

収支報告等 ○ 会派代表者は､翌年度4月30日までに ｢収支報告書｣を議長 条例10(王)含

に提出し､併せて領収書等を提出しなければならないO

藩長の調査 ○ 議長は､収支報告書の提出を受け､必要に応 じて調査を行い､ 条例10◎丑規程 6(丑規程6②

知事に送付

○ 議長は､会派代表者に対し､四半期ごとに｢収支状況報告書｣

の提出を求めるo

○ 議長は､必要があると認めた鎗合､会派代表者に経理帳簿等

の提示を求め調査することができるO

東京都議会 ○ 議長は､調査に際し専門的見地からの意見を聴くため､議長 条例10の2① ､条例10の2

政務調査費 が指名する三人以内の学識経験者で構成する協議会を設置

調査等協議 ○ 協蕎会は､検査､会派との意見交換等及び議長又は会派に

_＼コ:冒 対する指導 .助言を行 うことができるO ②冨喧)

額の確定 ○ 知事は､収支報告書の送付を受け､審査及び必要に応 じて行 条例11

う調査により額を確定し､会派代表者に通知 規則4

剰余金の ○ 会派代表者は､額の確定の通知を受け､交付金額に剰余金が 条例12

返 還 ある場合は速やかに返還しなければならないO

決定の取消 ○ 知事は､会派が使途基準に違反して使用したときは､交付決 条例13Ex診

定を取り消すことができ､その場合､知事は会派代表者に通知 規則3②

取消部分 ○ 知事は､交付決定を取 り消した場合､期限を定め取消部分の 条例14

の返還 返還を命 じなければならないO

収支報告書 ○ 議長は､会派代表者から提出された収支報告書を公表 し､東 条例16②

及び領収書 京都議会図書館において閲覧に供する○ 規程 7

等の公表及 ○ 何人も､議長に対 し､領収書等の写しの閲覧を請求できる○ 条例16③

び閲覧等 議長は､都議会情報公開条例非開示事項を除き､閲覧に供するつ 規程 8

○ 議長は､提出された収支報告書及び領収書等をその提出期限 条例16(D

※ 条例 :東京都政務調査費の交付に関する条例

規則 :東京都政務調査費の交付に関する条例施行規則

規程 :東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程
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(4)基本原則

① 政務調査費の充当に当たっての原則

《1》政務調査活動に係る経費の実費弁償であること

○ 配偶者､被扶養者､同居者など生計を一にする者や 自らが代表者 ･

役員等の地位にある法人に対する支出は､実費の弁償ではないとみな

されるおそれがあるため慎重な対応を要する｡

《2》資産形成につながるものでないこと

○ 不動産､寮等の高額な物品の購入に充てることはできない｡

○ 事務所の改修 ･改造 (政務調査活動に必要な造作を除く.)費用など

資産価値を高めたり､資産形成につながるおそれのある支出に充てる

ことはできない｡

② 政務調査費充当の範囲と証拠書類の整理 t保管

政務調査活動に政務調査費を支出するに当たっては､議員の職責 ･職務

を果たすため社会通念上妥当な範囲のものでなければならないo

また､活動内容や証拠書類の整理 ･保管を行わなければならないO

③ 会派から議員-の包括的委託手続

政務調査費は､条例により議長に結成を届け出た会派 (所属議員が一人

の場合を含む｡)に交付されるため､会派の所属議員が個々に行 う政務調査

活動に政務調査費を充てるに当たっては､会派から会派の所属議員に対 し､

政務調査活動に関する包括的な委託を行っておくことが望ましい｡

《例》政務調査依頼書 (40ページ参照)

④ 按分の考え方

-殻に議員の活動においては､政務調査活動 とその他の議員活動 (政党

活動､後援会活動等)及び私的活動 とが混在する場合がある｡このような

場合､合理的に説明できる場合はその割合で､合理的に説明することが困

難な場合は､次を上限とする割合でもって適切に按分するものとする｡



【按分の割合(上限)i
○ 政務調査活動とその他の議員活動とがJ混在する場合

政務調査活動 その他の議員活動
(政党活動､後援会活動等)

○ 政務調査活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合

政務調査活動 その他の議員活動(政党活動､後援会活動等) 私的活動

⑤ 公職選挙法との関係

公職選挙法の規定により､議員は､政治団体 ･親族を除き､選挙区内の者

に対し寄附を行 うことはできない｡

呑附を制限される者 禁止される寄附行為 事禁止】期間 根拠条文寄附受領者 寄附の内容

○公職にある者○公職の候補者 選 挙 区内に 寄附のすべて(選挙区内において､饗応接待が 常時 公職選挙法
ある者 (政治 伴わない政治上の主義 .施策普及

○公職の候補者 団体 .親族を のための講習会その他の政治教 199条
になろうとす 膏のための集会に関し､必要やむ の2

ア 飲食を伴う会議 ･会合等を開催する場合の留意点

政務調査活動の-環として飲食を伴 う会議や会合等を行 う場合には､十

分留意する必要があるo

会議や会合､意見交換会､勉強会等での食事等の提供

出 席 者 通 常 程 度を 超 え る飲食の提供 通常程度の食事 【湯茶､通常程度の茶 菓 の提供出席者の実費負担 弁当等の提供≡

選挙区内にある者 × ○ ≡ × ○

イ 会費の留意点

政務調査活動の一環として､各種団体等が主催する会合等に参加する場

合､｢会費｣以外の支出を行 うことは､禁止された寄附に該当することになる0
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2 使途基準

(1)使途基準

都議会における政務調査費の使途基準は､次のとおり

※ 東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程別表

蓑途端 宣 ′､ごつ.,;-:∴…ご滞 寝 寿誉:1

.藩 妾 人 件 費 会派又は議員が政務調査活動の 給料､各種手当＼アルバイ ト賃金､

ため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費 社会保険料等

讃頻等妻.≡;事 務 所 費 会派又は議員が政務調査活動の 賃料､管理費､仲介手数料､礼金､

ため設置する事務所の設置及び 政務調査活動に必要な造作等

維持に要する経費

芯d/1,;/-:-:/n汝-ヾ､､j事 務 費 会派又は議員が政務調査活動の 事務用品代､光熱水費､備品購入

ため設置する事務所における事 費､修理費､通信費､リース .保

務運営に要する経費 守料､運搬費､インタ-ネ ット接続経費､名刺代､来客用茶薬代等

要する日常的な交通費､宿泊費 料金､駐車場代､自動車リース代､

等の経費 ガソリン代､宿泊費等

㌔.視察 .研修費 会派又は議員が政務調査活動の 講師等謝礼､会場 .機器等借上代､

ため行 う視察 .研修等に要する 通訳 .翻訳代､参加費､資料代､

経費又は他団体等が主催する視 交通費､宿泊費､食事代､通信費､

そ栄養妻妾 察 .研修等-の議員等の参加に バス倍上代､視察先入場料､視察

･こ,浴 要する経費 先-の土産代等

ぎTG,さ::-/-<′調 査 委 託 費 会派又は議員が政務調査活動のため行 う外部団体等-の調査研究委託に要する経費 調査委託費､翻訳料等

:～S～…資 料 購 入 会派又は議員が議会審議や政務 書籍代､新聞 .雑誌購読料､CD

･ 作 成 費 調査活動のため行 う図書等の購入及び資料作成に要する経費 -ROM等購入費､有料データベース代､コピー代､印刷代､パネル代等



-"1Lべき.:{～;>, 会 議 費 会派又は議員が政務調査活動の 講師等謝礼､会場.機器等倍上代､
ため開催する会議に要する経費 通訳 .速記代､会議に伴 う茶菓代､食事代､看板代､交通費等

グ ル ー プ 会派又は議員が政務調査活動の 議員連盟等年会費､視察参加費､

活 動 費 ため行 う都政に関連する議員達 交通費等

盟活動等に要する経費 .

～,11～･こ7P､㌫ 1詑二.i:ル広報紙 (読) 会派又は議員が政務調査活動の 原稿料､作成委託料､デザイン代､

発 行 費 ため行 う広報紙 (誌)等の作成 . 写真代＼コピー代､印刷 .製本代､

発行に要する経費 はがき代､新聞折込代､送料等

ホームページ 会派又は議員が政務調査活動の ホ-ムページ .ブログ作成管理委

作成 .管理費 ため行 うホームペ-ジ .ブログ等の作成 .管理に要する経費 託料､保守料等

;JJ怒,;-A: 政 策 広報 費 会派又は諌員が政務調査活動の 会場 .機器等借上代､通訳 .速記
ため行 う音声による広報 .広聴 代､会議に伴 う茶菓代､看板代､

活動に要する経費 機材費､自動車リース代､道路使用許可申請手数料､交通費等

:､へnヒ 会 費 会派又は議員が政務調査活動の 地域団体等が主嘩する会合の会
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(2)政務調査費としての支出が不適当な例

匝二重 奉動への支画
例) 党大会-の出席経費､政党活動､政党地域支部活動､政党の広報紙､

パンフレット､ビラ等の印刷 ･発送料､政党組織の事務所の設置維持

経費 (人件費を含む｡)､党大会賛助金､党大会参加費､党大会参加旅

費

匡 垂 麺 への支判

例) 選挙関係に係る経費､選挙活動費､選挙等に当たっての各種団体-の

支援依頼活動､選挙ビラ作成

Lo二重車重亘重さ~亘車亘
例) 後援会活動のための経費､後援会の広報紙､パンフレット､ビラ等の

印刷 ･発送料､後援会主催の報告会等の開催経費､後援会が主催する都

政報告会

蘇_垂車重喪下車妄画
例) 慶弔僚別費等 (病気見舞い､香典､祝金､鱒別､寸志､中元､歳暮､

慶弔電報､年賀状の購入 ･印刷等)､冠婚葬祭の出席 (葬儀､祝賀会､

結婚式､祭 り等)､宗教活動 (檀家総代会､報恩請､宮参り等)､観光､

レクリエーション､私用用務等による旅行､親睦会

匝二重垂桓 垂頭
例) 訴訟に係る弁護士費用､印紙代､交通費､諸経費

*ただし､政務調査活動とその他の活動 (政党活動､選挙活動､後援会活

動､私的活動)とが混在する場合には､按分の考え方により政務調査活動

に当たる部分について政務調査費を充当することができる｡
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(3)使途基準の留意点

◎ 調査活動補助費

○ 人件費 ･･

○ 事務所費 ･

○ 事務費 -

○ 交通費 ･･

･10ページ

111ページ

･12ページ

･13ページ

◎ 調査 ･政策立案費

○ 視察 ･研修費 ････- ･･････15ページ

○ 調査委託費 ･････････････17ページ

○ 資料購入 ･作成費 ････････- 18ページ

○ 会議費 .･･･- ･････････19ページ

○ グループ活動費 ･･･････････20ページ

◎ 広報 ･広聴活動費

○ 広報紙 (諺)発行費 ･････････21ページ

○ ホームページ作成 ･管理費 ･･････22ページ

○ 政策広報費 ･････････････23ページ

○ 会費 ･････.･･････････24=ページ
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会派又は議員が政務調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要
する経費
給料､各種手当､アルバイ ト賃金､社会保険料等

政務調査費の支出に当たつての留意事項

(1)対象となる職員等
常時雇用の職員及び-時雇用の臨時職員 (アルバイ ト等)
ただし､配偶者､被扶養者､同居者など生計を一にする者に支出する場合

には､より慎重な対応が必要

(2)対象となる費用
雇用主 対象となる費用 【 支払先

会派又は議員 8誓警 ∈職員等本人
≧○各種手当
(扶養手当 .住居手当 .通勤手当等)

"o労働保険料､社会保険料等のうち E労働基準監督署､
雇用主負担分 社会保険事務所等

ド(労災保険 .雇用保険､健康 .介護 .
毒厚生年金保険料等)

奈落更盲ま議員 ○負担金等 職員等の雇用主
以外の者 (雇用主と会派又は議員との間で締 (会派又は議員が直接､

結する協定等に基づく政務調査活動-の従事分に係る経費) 当該職員等の雇用主とはならないため､経費の支払先は雇用主となるO)

(留意点)
*社会保険労務士､公認会計士､税理士等の専門家等に事務処理を依頼 した

場合は､政務調査費を充てることはできないo

(3)整理 .保管すべき関係書類
雇用実態があり､政務調査活動に従事 していることを客観的に示す書類を

整理 .保管しなければならないO
《例)○ 雇用契約書 (52ページ参照)

○ 職員従事協定書 (54ページ参照)
○ 勤務実績表 (56ペ-ジ参照)

(4)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した宅削こついて政務調査費として支出できるD

職員等の従事実態 1政務調査費として支出できる額 や

専ら政務調査活動の場合 経費の全額

そ頑 の議員活動が混在する場合 贋 要宗 5/認 諾 院 議 雷']
* 合理的に説明できる割合の例

○ 職員等の日々の勤務時間､具体的な勤務内容等を記載 した書類
協定書等により政務調査活動-の従事割合を按分する場合
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会派又は議員が政務調査活動のため設置する事務所の設置及び維持に
要する経費
賃料､管理費､仲介手数料､礼金､政務調査活動に必要な造作等

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)対象となる事務所の要件
* 政務調査活動のため必要な事務所 としての外形及び機能等 (事務ス

ペース､応援スペース､事務用備品など)を有すること
* 会派の地域支部として位置づけられていることOまたその旨の表示

(プレー トの設置等)を行 うこと
* 事務所の所有者が､配偶者､被扶養者､同居者など生計を-にする

音叉は自らが代表者 ･役員等の地位にある法人である場合は､資産形
成につながるとの誤解を招かぬよう､慎重な対応が必要

(2)賃料､管理費､政務調査活動に必要な造作
所有形態 賃料 管理者 造作

自己の所有物件 - 慎重な対応が必要(第三者に対する場合は支出できる.) 慎重な対応が必要
配偶者､被扶養者､同居 慣重な対応が必要
者など生計を一にする者 (その者が貨貸借を業として行っている
の所有物件 場合は支出できる¢)
自らが代表者 .役員等の 慎重な対応が必要
地 位 にある法人の所有物 (その法人が賃貸借を業として行ってい

る場合は支出できるD)

(留意点)*事務所の購入に政務調査費を充てること柱できないD
*造作は政務調査精勤に必要なものに充てられるが､資産形成につ

ながるとの誤解を招かぬよう､慎重な対応が必要

(3)仲介手数料､礼金等の初期経費
* 敷金等､解約時等に返還される性格のものには支出できない｡

(4)整理 .保管すべき関係書類
賃貸借契約書等の関係書類を整理 ･保管しなければならないO

(5)按分
当該事務所が後援会事務所や政党事務所等を兼ねるなど､政務調査活動 と

その他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在する場合は､合理的
に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分した額について政
務調査費として支出できる｡

事務所の活動実態 政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 経費の全額
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項 目 事務費
内 容 会派又は議員が政務調査活動のため設置する事務所における事務運営

に要する経費
例 示 事務用品代､光熱水費､備品購入費､修理費､通信費､リ-ス .保守

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)対象
政務調査活動を行 うために必要な事務所及び会派控室等における事務運営

に係る経費 (自己所有の物件であっても支出できる｡)

(2)備品購入費
取得価格(単価) 支出に当たっての考え方
30万円以下 ≦専ら政務調査活動に必要な備品に限り支出できるO
30万円超 原則として支出できない｡
(留意点)
* 備品購入は､資産形成につながるとの誤解を招かぬよう､慎重な対

応が必要
* 備品の規格 ･性能は､社会通念上､政務調査精勤に必要な範囲内で

なければならない｡
なお､備品以外の物品等についても､同様の基準により判断する必

要がある｡
* 更新､男尊は､頻繁に行わず､適切なサイクルによること
* 備品の設置場所は事務所とすることもできるが､その購入 ･管理に

ついては､会派がこれを行 うこととし､取得価格 (単価)が5万円以
上の備品については､備品台帳 (購入日､品名､取得価格､設置場所
等を記載)を作成することが望ましい｡

* 按分による場合は､購入と維持管理及び修理に係る按分割合は原則
として同一となる｡

(3)光熱水貴 く電気､水道､ガス)､通信費

* 当該事務所が自宅､会社の一部などの場合､.別メーターや子メー
ターの設置又は別回線とすることが望ましいD

* 固定電話のほか携帯電話にも支出できるO

(4)整理 .保管すべき関係書類
契約書等の関係書類 (備品台帳を作成した場合は備品台帳も含むO)を整

理 ･保管しなければならない｡
《例》〇 億品台帳 (58ページ参照)

(5)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるO
また､事務所が自宅である場合の光熱水費､携帯電話等の通信費､イン

タ-ネット接続経費等で私的括動が混在する場合は､合理的に説明すること
ができる割合又は1/4を上限とする割合で適切に按分した額を支出できるo
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項 目 交通費
内 容 会派又は議員の政務調査活動に要する日常的な交通費､宿泊費等の経

餐
例 示 バス .電車代､タクシー代､高速料金､駐車場代､自動車 リース代､

政務調査費の支出に当たつての留意事項

(1)対象
政務調査活動を行 うための移動の経費に充てることができるO
* 政務調査活動の前後に､その他の精勤を行 うための移動がある場合
等は､政務調査費の充当について留意する必要があるo

(2)費用弁償との関係
* 議員が別に費用弁償を受ける場合 (本会議 .委員会等に出席する場

合及び委員会視察等による出張等)には支出できないoまた､当該費
用弁償を受ける目の前 日及び当日における宿泊費も同様 とするo

(3)他の使途項目との関係
* 視察 .研修等の他の使途項 目に該当する交通費､宿泊費は､当該使

途項目に計上することもできるo

(4)バス .電車代
* suica(スイカ).PASMO(パスモ).バスカー ド等のプリペイ ド式カー

ドを利用した場合は､履歴の印字又は使用区間､運賃等を記録 し､領
収書に代わる書類 とする必要があるO

(5)タクシー代
* タクシーを利用 した場合は､領収書に利用区間を記載する必要があ

るoまた､行き先 .目的等を記載 した記録を作成 しておくことが望ま
しい○

(6)自動車(リース､自己所有)の取扱

経費の区分 リースした自動車∃自己所有の自動車

自動車の購入費用 × ×(リース期間満了後に所有権が会派､議員､配偶者 .被
扶養者 .同居者など生計を一にする者､自らが代表者 .
役員等の地位にある法人等に移転する場合を含むO)

自動車リース代 (⊃ -(自動車諸税､自賠責保険等の最低限の必要経費を含
む○)

任意保険料や事故修理費用､洗車等の日常の維持管理費 × ×局

当惑官面音を使用 した政務調査活動に係る実費 ○ ○(ガソリン代､高速 .有料道路料金､駐車場代等)

(留意点)
* 自動車 リースにおいて､リース期間は原則 としておおむね議員の任

期である4年間程度 とすることが望ましいO
また､リース期間満了後に所有権が移転する場合は､資産形成につ
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(7)高速料金
* ETCを利用する場合は､履歴の印字又は利用区間､料金等の記録等

により､政務調査活動のための利用であることを明らかにする必要が
あるO

(8)駐車場代
* 出張先等における駐車場代のほか､会派又は浅員が政務調査活動の

ため設置する事務所の駐車場代 (来客用を含むo)に支出できる｡

(9)宿泊費* 政務調査活動に必要な宿泊費 (夕食又は朝食代が含まれている場合
は､その額を含むo)の実費に充てられるが､公務出張に準じた次の
基準額の範

基準額 (※夕食･朝食代相当額を含む｡)
1万7,000円(1拍当たり)

(10)整理 t保管すべき関係書類
契約書等の関係書類を整理 ･保管しなければならない｡

(ll)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後妻菱会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるo
また､駐車場代､自動車リース代､ガソリン代等で私的活動が混在する場

合は､合理的に説明することができる割合又は1/4を上限とする割合で適切
に按分した額を支出できるO

活動 日的 政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 経費の全額

その他の議員活動が混在する場合 経費面ちぢ育重商雇蔑明できる割合又は1/2を上限とする適切な額
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項 目 -視察 .研修費
内 容 会派又は議員が政務調査活動のため行 う視察 ..研修等に要する経費又

は他団体等が主催する視察 .研修等-の議員等の参加に要する経費
例 示 講師等謝礼､会場 .機器等借上代､通訳 .翻訳代､参加費､資料代,

交通費､宿泊費､食事代､通信費､バス借上代､視察先入場料､視察

政務調査費の支出に当たつての留意事項

く1)対象となる視察 ,研修等
* 会派又は蕎員が政務調査時動のため主催する視察 .研修 .勉強会等
* 議員及び会派又は議員が政務調査活動のため雇用する職員 (会派政

訴会職員､事務所職員等)が参加する他団体等主催の視察 .研修 .勉
会等

(2)交通費､宿泊費
* 政務調査活動のため行われる視察 .研修 .勉強会等に要する交通

費､宿泊費の実費を支出できるD
* 議員が別に費用弁償を受ける場合 (本会議 .委員会等に出席する場

合及び委員会視察等による出張等)には支出できない○また､当該費
用弁償を受ける日の前日及び当日における宿泊費も同様とするO

* 公務出張に準じ､グリーン車や航空機のビジネスクラス等にも充て
ることができるO

* 政務調査活動に必要な宿泊費 (夕食又は朝食代が含まれている場合
は､その額を含むO)の実費に充てられるが､公務出張に準じた次の
基準額の範囲内とするO

1 宿泊地 i基準額 (※夕食 .朝食代相当額を含むo) i
[国内 】1万7,000円(1泊当たり) I
l海外 !2万9,000円(1泊当たり) I

* その他の留意事項については､ 『交通費』のそれを準用するO

(3)食事代
* 政務調査活動のため主催又は参加する視察 .研修等と一体性のある

飲食等の経費に支出できるO
* 公職選挙法の寄附に当たる場合には支出できないo
* 経費は､社会通念上妥当な範囲とし､次の金額を限度とする実費額 .

に充てられるo
E 飲食等の内容 E 限度額
会議等における弁当代等 E3,000円(一人 1回当たり)
会合等における飲食 E5,000円(一 人1回当たり)

* 二次会等の経費､視察 .研修等の一部として行 うには不適切な場所
(スナック .バー .カラオケボックス等)における経費に充てること

はできないO
* 議員同士の懇親会など懇親 .親睦や飲食を主目的とする場合には支

出できないO

(4)整理 .保管すべき関係書類
当該視察 .研修等について､日時 .場所 .行程 ,参加者 .目的等を記載 し

た活動記録を作成することが望ましいD作成した場合は､整理 .保管してお
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(5)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できる O

視察 .研修等の目的 政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 経費の全額
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調査委託費
会派又は議員が政務調査活動のため行 う外部団体等-の調査研究委託
に要する経費
調査委託費､翻訳料等

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)調査委託費
* 当該調査研究等における成果物等は整理 ･保管しておく必要があ

る｡

(2)整理 .保管すべき関係書類
契約書等の関係書類を整理 ｡保管しなければならないO
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項 目 資料購入 .作成費
内 容 会派又は議員が議会審議や政務調査活動のため行 う図書等の購入及び

資料作成に要する経費
例 示 書籍代､新聞 .雑誌購読料､CD-ROM等購入費､有料データべ-

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)書籍代
* 図書券 ･図書カー ドの購入には充てられないO

(2)新聞 ･雑誌購読料
* 議員が事務所や自宅等で政務調査活動のため購入する場合は原則 と

して1紙(読)当たり1部 (自宅用に購入する1紙(詰)を除く｡)と
し､会派において購入する場合は1紙(読)当たり3部までとするO

* 政党機関紙(読)にも充てることができる｡

(3)整理 ･保管すべき関係書類
契約書等の関係書類を整理 ･保管しなければならない｡

(4)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会括動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるO

購入 .作成日的 政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 経費の全額

その他の議員活動が混在する場合 経賓万ラ音香垂的に説明できる割
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項 目 会議費
内 容 会派又は議員が政務調査活動のため開催する会議に要する経費
例 示 講師等謝礼､会場 .機器借上代､通訳 .速記代､会議に伴 う茶菓代､

政務調査費の支出に当たつての留意事項

(1)対象
* 会派の総会 .役員会 .政策研究会等及び地域関係者や有識者､国会

議員､市区町村議会議員等との意見交換 .勉強会等の会議 .会合
* 政党活動 .後援会活動としての会議 .会合には充てられないO

(2)交通費
* 政務調査活動のため開催する会議等に要する交通費の実費を支出で

きる○
* 議員が別に費用弁償を受ける場合 (本会議 .委員会等に出席する場

合及び委員会視察等による出張等)には支出できないO

学 その他の留意事項については､ 『交通費』のそれを準用するO

(3)食事代
* 政務調査活動のため開催する会議 .会合と一体性のある飲食等の経_

費に支出できるO
* 公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できないo
* 経費は､社会通念上妥当な範囲とし､次の金額を限度とする実費額

に充てられるo
i 飲食等の内容 t 限度額
会議等における弁当代等 i3,000円(一人 1回当たり)

* 二次会等の経費､会議を行 うには不適切な場所 (スナック .バー .
カラオケボックス等)における経費に充てることはできないD

*■ 議員同士の懇親会など懇親 .親睦や飲食を主目的とする場合には支
出できないO

(4)整理 暮保管すべき関係書類
当該会議等について､日時 .場所 .参加者 .目的等を記載した活動記録を

作成することが望ましいo作成した場合は､整理 .保管しておく必要があ
るO

(5)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるO

会議等の目的 ∈政務調査費として支出できる額

専ら政抑 査柵 の場合 §経費の全額その他の議員活動が混在する場合 経費のうち合理醇だ静粛亨ぎ石野1
合又は1/2を上限とする適切な額合又は1/2を上限とする適切な額
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項 目 グループ活動費
内 容 会派又は議員が政務調査情動のため行 う都政に関連する議員連盟活動

等に要する経費

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)対象
* 会派内の議員連盟 ･研究会 ･プロジェクトチーム及び超党派の議員

連盟 (議会事務局において事務補助を行 うものを含むD)等の活動
(会議 ･会合､勉強会､視察等)

* 政党活動 ｡後援会活動としての活動に充てることはできない｡

(2)交通費､宿泊費
* 政務調査活動のため行 うグループ活動に要する交通費の実費を支出

できるO
* 議員が別に費用弁償を受ける場合 (本会議 ･委員会等に出席する場

合及び委員会視察等による出張等)には支出できないO
* その他の留意事項については､ 『交通費』のそれを準用するO

(3)食事代
* 政務調査活動のため行 うグループ汚･動と一体性のある飲食等の経費

に支出できるG
* 公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない｡
* 経費は､社会通念上妥当な範囲とし､次の金額を限度とする実費額

に充てられる｡
飲食等の内容

会議等における弁当代等
会合等における飲食

3,000円(一人 1回当たり
5,000円(一人1回当たり

* 二次会等の経費､会議を行 うには不適切な場所 (スナック ･バー･
カラオケボックス等)における経費に充てることはできない｡

* 議員同士の懇親会など懇親 ･親睦や飲食を主目的とする場合には支
出できないO

(4)整理 8保管すべき関係書輯
当該活動等について､日時 ･場所 ･参加者 ･目的等を記載した活動記録を

作成することが望ましいo作成した場合は､整理 ･保管しておく必要があ
るO

(5)按分
政務調査活動とその他の議員精勤 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるQ

政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 i経費の全額

霞要石すぢ合理的をと説明できる簡
合又は1/2を上限とする適切な額
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項 目 広報紙 (読)発行費
内 容 会派又は議員が政務調査活動のため行 う広報紙 (読)等の作成 .発行

に要する緩着
例 示 原稿料､作成委託料､デザイン代､写真代､コピー代､印刷 .製本

政務調査費の支出に当たつての留意事項

く1)対象となる広報紙 (読)等の要件
* 会派又は議員が作成 .発行するもので､主に都民を対象とし､都政

に関連した内容であることO_
* 都民からの意見を募るため､例えば ｢ご意見をお寄せください○｣

等の文言及び電話 .FAX番号やメールア ドレス等の受付先を必ず掲
載すること○

* 政党機関紙の形式を取るものには充てることができないo
* 広幸郎紙 (請)等の配布場所は原則として都内とするOただし､配布

方法は問わないo(郵送､新聞折込､街頭 .事務所等での酉己布､ボス
ティング等)

* 商業紙 .ミニコミ誌等の一部に都政報告等を掲載する場合は､内容
が都政に関連したものであること､｢ご意見をお寄せくださいo｣等の
文言及び受付先を掲載すること､経費を会派又は議員が支出している
こと等広報紙(読)の要件を満たせば充てることができる8

(2)はがき代 .送料
* 年賀状等のあいさつ状､慶弔電報等の購入には充てられない○

(3)整理 .保管すべき関係書類
契約書等の関係書類を整理 .保管しなければならないo
なお､当該発行又は作成した広報紙 (読)について､見本 (説明資料用)

として1部は整理 .保管しておく必要がある○

(4)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1′2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるO

広報紙 (誌)の内容 】政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 g経費の全額

その他の議員情動が混在する場合 経費のうち合理的に説明できる割
合又は1/2を上限とする適切な額

* 合理的に説明できる割合の例
○ 紙 (請)面の面積 .分量等の合理的な方法により､政務調査

活動とその他の議員活動 (致党活動､後援会活動等)の内容を
按分する場合
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ホームページ作成 ･管理費
会派又は議員が政務調査活動のため行 うホームページ ･プログ等の作
成 ･管理に要する経費
ホームページ ･プロ

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)対象となるホームページ等の要件
* 会派又は議員が作成するもので､主に都民を対象とし､都政に関連

した内容であること｡
* 都民からの意見を募るため､例えば ｢ご意見をお寄せください｡｣

等の文言及び電話 ･FAX番号やメールア ドレス等の受付先を必ず掲
載すること｡

(2)整理 ,保管すべき関係書類
契約書等の関係書類を整理 ･保管しなければならない｡

(3)按分
政務調査活動とその他の議員精勤 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるO
また､個人やペット､趣味の紹介等の私的活動が浪在する場合は､合理的

に説明することができる割合又は1/4を上限とする割合で適切に按分した額
を支出できるo

ホームページ等の内容 岳政務調査費として支出できる額

専ら政務調査活動の場合 摩 費の全額

その他の議員活動が混在する場合 経費のうち合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする適切な額
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項 目 政策広報費
内 容 会派又は議員が政務調査精勤のため行 う音声による広報 .広聴活動に

要する経費
例 示 会場 .機器等倍上代､通訳 .速記代､会議に伴 う茶菓代､看板代､機

政務調査費の支出に当たつての留意事項

(1)対象となる活動
○ 講演 .集会
*都政報告会､政策講演会､対話集会等の地域関係者等を対象とした

講演 .集会等による広報 .広聴活動
○ 街頭等における活動
*街頭や広報車等により音声等を用いて行う演説等の不特定多数を対

象とした広報 .広聴活動

(2)交通費
* 政務調査活動のため行 う街頭等における活動､講演 .集会に要する

交通費の実費を支出できるo
*議員が別に費用弁償を受ける場合 (本会議 .委員会等に出席する場

合及び委員会視察等による出張等)には支出できない○
* その他の留意事項については､ 『交通費』のそれを準用する○

(3)整理 t保管すべき関係書類
当該活動等について､日時 .場所 .参加者 .目的等を記載した活動記録を

作成することが望ましいO作成した場合は､整理 .保管しておく必要があ
るD

(4)按分
政務調査活動とその他の議員活動 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるo

活動 日的 政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 経費の全額
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項 目 会費
内 容 会派又は議員が政務調査活動のため行 う各種団体等が主催する会合等

-の参加に要する経費

政務調査費の支出に当たっての留意事項

(1)対象となる経費
○ 会費

* 各種団体 ･地域団体等が主催するもので､議員が政務調査活動に係
る意見交換や情報収集等を目的として参加する会合等の会費及びこれ
に類するもの

* その金額が社会通念上妥当な範囲で明確に定められた､次の金額を
限度とする実費額に充てられる｡

10,000円 (一人 1回当たり)

(留意点)
* 他団体が主催する会合等であること
* 主催する各種団体等の規約 ･通知等により金額､場所等が明確にさ

れていることが望ましいO
* 議員が所属する町内会やPTA､趣味の会など私的又は個人的に関

係する会合､一つの企業等が開催する会合､政党 ･政治家等が主催す
るパーティー等には充てられないO

* 公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない｡ (5ページ参照)
* 意見交換を伴わない場合や懇親 ･親睦､飲食を主目的とする場合に

は支出できないo

O年会費
* 議員が政務調査活動に係る意見交換や情報収集等を目的として加盟

する各種団体 ･地域団体等の年会費及びこれに類するもの
* その金額が社会通念上妥当な範囲内である必要がある｡

(2)交通費
* 政務調査活動のため参加する会合等に要する交通費の実費を支出で

きる｡
ヶ * 議員が別に費用弁償を受ける場合 (本会議 ･委員会等に出席する場

合及び委員会視察等による出張等)には支出できないo
* その他の留意事項については､ 『交通費』のそれを準用するO

(3)整理 ･保管すべき関係書類
当該会合等について､目時 ･場所 ･名称 ･参加目的等を記載した活動記録

を作成することが望ましいO作成した場合は､整理 ･保管しておく必要があ
る｡

(4)按分
政務調査活動とその他の議員精勤 (政党活動､後援会活動等)とが混在す

る場合は､合理的に説明できる割合又は1/2を上限とする割合で適切に按分
した額について政務調査費として支出できるO

会合等の目的 ∈政務調査費として支出できる額
専ら政務調査活動の場合 経費の全額

経費のうち 合理的に説明で
倉又は1/2を上限とする適切な額
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Ⅱ 手 続 編
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1 交付手続

(1)交付の申請

会派の代表者は､毎年度 4月 10日までに､知事に対し政務調査費の交付を申

請 します｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 5条

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規則第 2条

◇申請書 :規則 別記第 1号様式

(2)交付額の決定及び通知

申請を受け､知事は､速やかに交付額を決定し､会派の代表者に通知 します｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第6条

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規則第 3粂

◇通知書 :規則 別記第 2号様式

(3)交付の請求

通知を受け､会派の代表者は､毎月､知事に対し当該月分の政務調査費を請

求しますo

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 7条第 1項

(4)会派への交付

請求を受け､知事は､会派に対し速やかに政務調査費を交付しますO

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 7条第 2項
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2 会派結成の届出

会派(所属議員が一人の場合を含む｡)を結成 し､又は名称､所属議員等の変

更等を行 う場合は､その旨を議長に届け出なければなりません｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第2粂

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第2条

3 経理責任者

会派の代表者は､経理責任者を定め､知事及び議長に届け出ます｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第9条

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第4条第 3項

◇ 様式 :規程 別記第2号様式

4 経理帳簿､領収書等の整理､保管及び保存

経理責任者は､政務調査費に係る経理帳簿､領収書等を整理及び保管を行い､

その適正な執行に努める必要があります｡

また､経理責任者は､経理帳簿等を､収支報告書及び領収書等を提出すべき

期限の翌 日から起算して5年を経過する日まで保存しなければなりませんO

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第4条第 1項

及び第 2項
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5 収支報告

(1)収支報告書及び領収書等の提出

会派の代表者は､政務調査費の収支報告書を毎年度4月30日までに議長に

提出し､併せて領収書等を提出する必要があります｡

なお､会派が消滅した場合は､その翌日から起算して30日以内に議長に提

出しなければなりませんO

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 10条及び第 15粂

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第5粂

◇様式 :規程 別記第 3号様式

(2)収支状況報告書

政務調査費の適正な執行を確保するため､会派代表者は､四半期ごとに政務

調査費の収支状況報告書を議長に提出する必要があります｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第6条第1項

◇様式 :規程 別記第4号様式

(3)剰余金の返還

会派の代表者は､政務調査費の額の確定後､交付を受けた政務調査費に剰余

がある場合は､速やかに返還する必要があります｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 12条

6 議長の調査

議長は､収支報告書及び収支状況報告書の提出を受けたときは､必要に応 じ

調査を行 うことができます｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 10条第3項

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第6条第2項

◇様式 :規程 別記第 5号様式
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7 東京都議会政務調査費調査等協議会

議長は､調査に際し専門的見地から意見を聴 くため､議長が指名する三人以

内の学識経験者で構成する東京都議会政務調査費調査等協議会を設置しますo

協議会は､収支報告書及び領収書等に関し､検査を行い､必要があると認め

るときは､会派との意見交換等を行 うことができます｡

また､協議会は､必要があると認めるときは､議長又は会派に対し､調査費

に関する指導 ･助言を行 うことができますO

協議会の構成員は､職責を果たす上で知 り得た秘密の守秘義務を負います｡

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 10条の2

8 収支報告書及び収支状況報告書並びに領収書等の公表及び閲覧等

議長は､提出された収支報告書及び収支状況報告書を公表 し閲覧に供します｡

また､何人も領収書等の写しの閲覧を請求することができ､議長は､都議会

情報公開条例に定める非開示事項を除き､領収書等の写しを閲覧に供します｡

議長は､提出された収支報告書及び領収書等を､提出すべき期限の翌 日から

起算 して5年を経過する日まで保存しますD

◎ 根拠規程

○東京都政務調査費の交付に関する条例第 16条

○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第 7条及び

第 8条

○東京都議会情報公開条例第4条及び第 7条

○東京都議会の保有する情報の公表 ･提供に関する要綱第3

9 税法上の取扱い

会派は､税法上 ｢人格なき社団｣とされ､原則として非課税ですが､収益事

業を行った場合､その範囲において課税されます｡

しかし､会派は､政務調査費を使用して収益事業を行 うことはできないこと

は当然ですが､政務調査費の剰余金は返還するものとされているので､課税 さ

れることはありません｡

なお､税務当局は､税務調査権を有 しているため､税務調査に入ることがあ

りますO適切に対応するた桝 こも､経理帳簿 ･領収書等の関係書類の整理 ･保

管を行い､政務調査費の適正な執行に努めることが求められますO

･29･
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Ⅲ 資 料 編
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(1)収支報告書 (第3号様式)

極式l

第 3号様式 (第 5条関係)

東京都議会議長 殿

会派名

代表者氏名

政務調査費収支報告書

( 年度)

東京都政務調査費の交付に関する条例第 10条第 1項の規定により､下記のとお り

報告 しますO
記

交 付 決 定 番 号

項 目 金 額

年度分政務調査費 円

分類 項 目 芦 金 額

調塞宿動棉助普 人 件 費 円

事 務 所 費 円

事 務 費 円

交 通 費 円

調餐政策立秦費 視 察 . 研 修 費 円

調 査 委 託 費 円

資 料 購 入 .作 成 費 円

会 議 費 円

グ ル ∵ プ 活 動 費 円

広翠広聴宿動普 広 報紙 (読 )発 行 費 円

ホームへ○-シ寸作成 .管理費 円

政 策 広 報 費 円

会 費 円

支 出 合 計 円

(残 額)

! 残 額 F 円! 残 額 F 円

(日本工業規格A列 4番)

･36-



醍陸風
第 3号様式 (第 5条関係)

平成00年 △月 □日

東京都議会議長 殿

会派名 都議会 0000党

` 代表者氏名 0 0 0 0 (諺

政務調査費収支報告書

(平成00年度)

東京都政務調査費の交付に関す る条例第 10条第 1項の規定により､下記の とお

り報告 しますO

記

[二 重 二亘 亘 蓬 か ○議軽業 Or 】

(収 入)

項 目 金 ~額

○○年度分政務調査費 72,000,000円

分類 項 目 金 額

酎活動棉助費 人 件 費 6,7.20.000円

事 務 所 費 10,764,000円

事 務 費 2,118.400円

交 通 費 2,835,600円

調塞政栄立秦費､ 視 察 .研 修 費 9,444,000円

調 査 委 ′託 費 ll,520,_000円

資 料 購 入 ,作 成 費 1.513,200円

会 議 費 2,460,000円

グ ル ー プ 活 動 費 7,320,000円

伝報広聴活動費 広 報紙 (誌 )発 行 費 7,812,000円

恭一ムへしシ寸作成 .管理費 ･1,700,000円

政 策 広 報 費 ∃ 4,296.000円

会 費 2.016.000円

残 額

･37-

1,480,800円
(日本工業規格A列 4番)



(2)収支状況報告書 (第4号様式)

[蚕 室]
第4号様式 (第 6条関係)

東京都議会議長 殿

会派名

代表者氏名

政務調査費収支状況報告書

( 年度第 四半期)

東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第 6条第 1項の規定により､下記の

とお り報告 します｡

記

(収 入)

項 目 金 額

第 四半期より繰越 し E 円

圭 第 四半期政務調査費 皇 円

分類 項 目 金 額

調餐宿動補敬費 人 件 曹 円

事 務 所 費 円

事 務 費 円

交 通 費 円

調査数LT用立秦費 視 察 . 研 修 費 円

調 査 委 託 費 円

資 料 購 入 .作 成 費 円

会 議 費 円

グ ル ー プ 責苦 動 費 円

伝戟広聴f蓄 広報声紋 (読)発行費 円

ホームへ〇一シ○作成 .管理費 円

政 策 広 報 費 円

会 費 円

第 四半期へ繰越 し

(日本工業規格A列 4番)
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｣ ･∴ l

第 4号様式 (第 6粂関係)

平成00年 △月 口日

東京都議会議長 殿

会派名 都議会 0000党

代表者氏名 0 0 0 0 ㊤

政務調査費収支状況報告書

(平成00年度第〇四半期)

東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第 6条第 1項の規定により､下記の

とお り報告します｡

記

(収 入)

項 目 金 額

第△四半期より繰越 し 503∴700円

第〇匹ト半期政務調査費 18,000,000円

分類 項 目 金 額

調査活動棉助■費 人 件 費 1,680,000円

事 務 所 費 2,616,000円

事 務 費 504,600円

【交 通 費 708,900円

調餐政罪立秦餐 桓 察 .研 修 費 2,361,000円

調 査 委 託 費 2,880,000円

資 料 購 入 .作 成 費 406,800円

会 議 費 630,000円

らグ ル ー プ 活 動 -餐 1,830,000円

広報広鶴宿動管 広報紙 (誌)発行費 2,028,000円

衣-ムヘ〇一シ寸作成 .管理費 450,000円

政 策 広 報 費 1,089,000円

会 費 579,000円

第□ 四半期-繰越 し

(日本工業規格A列4番)
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(3)政務調査依頼書

十･･
年 月 日

※
所 属 議 員 各 位

会 派 名

代表者名 印

政 務 調 査 依 頼 書

政務調査を下記のとお り依頼します｡

記

･1 調査内容

東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第3条第 1項に規定する

政務調査活動で､次に例示する分野に関するもの

(1)教育

(2)文化 ･スポーツ

(3)暮らしと住まい

(4)福祉 ･人権

(5)健康･医療

(6)雇用･労働

(7)経済･産業

(8)環境

(9)まちづくり

(10)道路･交通

(ll)防災･安全

(12)計画･財政･税

(13)その他都政 ･都議会の重要課題

2 依頼期間

年 月 日 から 年 月 日まで

3 そ の 他

(1)政務調査費の充当に当たっては､東京都政務調査費の交付に関する条例

施行規程第3条第 2項及び別表に規定する使途基準に従 うこと｡

(2)各所属議員の事務所については､会派の地域支部として位置づけ､会派

の政務調査活動のために使用するものとする｡

(3)その他不明な点は､会派代表者との協議により決定する｡

※ あて先は｢00 00様｣など､各個人あてでもよい｡

-.lot



廻 田 囲

平成00年00月00日

所 属 議 員 各 位

会 派 名 都議会 00党

代表者名 ○△ □○ 印

政 務 調 査 依 頼 書

政務調査を下記のとおり依頼しますO

記

1 調査内容

東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第3条第 1項に規定する

政務調査活動で､次に例示する分野に関するもの

(1)教育

(2)文化 ･スポーツ

(3)暮らしと住まい

(4)福祉 ･人権

(5)健康･医療

(6)雇用･労働

(7)経済･産業

(8)環境

(9)まちづくり

(10)道路･交通

(ll)防災･安全

(12)計画･財政･税

(13)その他都政 ･都議会の重要課題

2 依頼期間

平成□〇年 4月 1日 から 平成ロ△年 3月31日まで

3 そ の 他

(1)政務調査費の充当に当たっては､東京都政務調査費の交付に関する条例

施行規程第3条第2項及び別表に規定する使途基準に従 うこと｡

(2)各所属議員の事務所については､会派の地域支部として位置づけ､会派

の政務調査活動のために使用するものとする｡

(3)その他不明な点は､会派代表者との協議により決定する｡
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月 日 項 目 摘 要 収^*& 支出金鎧(松枝) 按分 支出鎮(按分後) 差引残高 鎖収書No.

-42



極 入例l

平成0年 4月 政寝経 費 会旨憾

月 日 項目 摘 要 収入金簸 支出金額(鰭 按分 支出金短(披臓 差弓職高N1
4 政競題繋受入 4月分 6,(氾). 6,叫

4 事務費 コピ｣項部代 3). 1/ 15, 5,985, 1

4 効胡毒入, 書籍代 12, 1乙 5.973. 2

41事務所費 貸紋痕㈱ 1幻,21 1/ SX)ー1 5,882,89 3

4 0剛 節敦 52, 5乞 58313 4

4 事務費 電気代 10ト 1/ 5, 5.620.39 6

-

-i (留意点) ることが

毒 ○ 政務できる調査活動の経費rL偉る振込手教科に､蔽若調査費を充て

0 関連する政書芸胃査活動は､接分割合の整合をとる必要がある

(例}碗員の拾料､光熱水草.事割合とな賢所家貢等に政務調査費を充てる壕合は､同一の按分 るのか通常である○

143･



(
5
)
浮
薄
盟
脚
紬
淋
竿
洲

[廟
価
漸

且

年度 政務調査費集計票

収入合計 支出合計 ー繰越.返納 調査活動補助費 調査暮政策立案乗

人件 事務所費 +Ft* 交通費 察L研修 調査委託費 文科m入,作虚廷 会議費 グJL,-プ活動史▲■■★LZ!+十■ HP作成.f現未政策広報費 令

4月

5月

6月

第1四半期

7月

8月

9月

第2由半期

累計

10月

11月

12月

第3四半期

累計

1月

2月

3月

軍4四半期

年度合計

返納板



平成 年度 政務調査賓集計票 怠汲 象 都議会0000党

収入合計 支出合計 繰越.返納 項目別合計調査活動補助費 広報-広聴活動費

人件費 事務所費 S*# 交通費 察瑚 修司 調査委託費 耗斡耗入一作成井 会議費 ト炉作成.1㌢吸麦政策広報費 会費

4月 6_BOO.000 5.654_一oo 345.900 560.000 一.022rOOD 218_ZOO 238.300 787_0()O 960.ロoo 78_BOO ー80.000 610.BOO 526.000 100.000 333ーDOO 43ー000

5月 6.0()0_000 5_921_100 424_800 560_000 872_000 ー68_200 238_300 787.000 960.000 135ー600 2ー0.000 馴0_000 878ー000 150_000 383ーOOO 柑3_000

6月 6_000.080 5ー92一.100 503_70() 580.000 872.COO 168.200 238_300 787_OOO 960_000 135_600 210.000 610ー000 676_000 ー50_OOO 363_OOO 193_000

第1四半期 ー8_0【)O.000 17.496.300 503二700 1.880_000 2.786_OO(】 ･5由.60-a -=768ー900 2.880加 D -349_860 600.COO I.830二ooo I_878.00【) -400.000 429.000

7月 6_goo.GOO 5.92一.一oo 582.600 560ーOO(】 872_00【) 168.ZOO 236.300 787_OOO 960_000 135_600 210_000 810_goo 676_000 ー50.000 363_000 193.000

8月 6_000_BOO 5_92ー_一oo 681_500 580ー000 872.000 168.200 238_300 787_800 960ーOOO 135_600 210.000 610ーOOO 678_OOO ー50.00【ー 3e3.ロoo 193_000

9月 6.800ーOOO 5_921_一oo 748ー480 560_0【)O 872_000 188200 236_SOD 787_000 960_OOO 135_600 210_000 6ー0_OOO 676_000 ー50_000 363_000 193_000

累計 36.OOmOOO 35_259.8【ーO 740_400 3.360_000 5ー382ー000 ー_059_200 1_4ー7.800 4ー722ー000 5.760.000 756.GOO 一.238.000 3_860_000 3ー906.000 850.000 2.148.080 一.00B_000

10月 740_400

11月 740.40(】

Ei/,:;≡,.≡､宴.-≡.;≡≡÷:.≡.≡

12月 740.400

第3四半耶

A 36ー000.GOO 35_259.600 740.400 3.360.GOO 5.382_000 I.059.200 1.417.800 4_722_000 5_760_000 756_600 l_008.000

1月 740_400

2月 740.400

3月 740_400

第4四半如

年度合計 38_000_ODD 35_259.600 74tL400 3_360_0()O 5ー382.000 ー_059_20(】 1_4ー7.BOO 4;722_GOO 5ー760.000 758ー600 一.230_00O 3_66().000 3ー908.000 850.008 2｣48ー000 I.008_OOO



(6)政務調査費領収書等貼付用紙

-二
年度 政務調査費領収書等貼付用紙 (東京都議会)

支出 日 年 月 日 ( ) 政務調査費支出額 円

項 目 調査活動稀助費 7 資料購入.作成費1 人 件 費 8 会 議 費2 事 務 所 費 9 グル-プ活動費 .3 事 務 費 基盤二.基塑造塾畳 支払先
使用者 議員名 ㊥

(○で囲む) 4 交 通 費 10広報紙 (読)発行費 会派経理 議員名 ㊥

調査 .政策立案費 llHP作成.管理費5 視察.研修費 12政策広報費 責任者

会派代表者 泰郎 ⑳6 調査委託費 13会 費 (幹事長)

支出目的
支出内容 (具体的な品名等)

備考 (按分等)

※ 領収書は重ねて貼付しないO

. ※ 領収書が枠からはみ出す場合は別紙に貼る○

･46-



記 入 例 1 (事 務 費)
平成〇〇年度 政務調査費領収書等貼付用紙 (東京都議会)No.00

00年00月00日 (局)
2,625円

※聴許調査費充当顎を記載

調査活動補助費 7 資料購入･作成費
1 人 件 費 8 会 議 費

2 事 務 所 費 9 グループ活動費

事 務 費 広報 ･広聴活動費

4 交 通 費 10広報紙(請)発行費

調査･政策立案費 目 HP作成･管理費

5 視察･研修費 12政策広報費

6 調査委盲毛費 13会 費

㈱ △ △ 商 店
※領収書に記載された受取人を記載

議員名 0 0 0 0 笹)

議員名 □ 臼 ロ ロ 罵む

議員名 △ △ △ △ 喧)

政 務 調査 活動 の記 録 の た め

文具代 (ファイル10冊､ボールペン10本) (具体的な品名等)
※書籍の場合はタイ トルを記載

(按分等)
1/2

領 収 書

平成〇〇年○b月〇〇日

｣は

¥ 5. 250円

ただし､晶代 として

領収書は重ねて貼付しない｡

※ 領収書が枠からはみ出す場合は別紙に貼る｡

ー47-



両 前1

平成00年度 政務調査費領収書等貼付用紙 (東京都議会)No.00

00年00月00日 (月)
1.500円

※政務調査費充当額を記載

調査活動補助費 7 資料購入･作成費

1 人 件 費 8 会 議 費

2 事 務 所 費 9 グループ油動費

3 事 務 費 広報 ･広曝塗塾農

() 交 通 費 10広郷 席 )発行費
調査･政策立案費 11nP作成･管理費

5 視察･研修費 12政策広報費

6 調査委託費 13会 費

㈱00パーキング
※領収署に記載された受取人を記載

蕎農名 0 0 0 0 qD

議員名 ロ に ロ ロ 醍)

議員名 △ △ △ △ 乾)

○○町会と△△地区再開発に関する意見交換を行うため
※行き先や活動内容を政務調査活動であることが分かる範囲で言己載

駐車場代 (具体的な品名等)

lk00△△
※自動車のナンバーを記載

00町第 1駐車場

㈱00パーキング

《領 収 書》

1.500 円

平成〇年〇月〇日

In 15:30
0ut 18:00

領収書は重ねて貼付しない｡

※ 領収書が枠か
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L記入例 3 (粛 ｢

平成00年度 政務調査費領収書等貼付用紙 (東京都議会)

00年00月00日 (局)
10,000円

※政務調査費充当額を記載

調査活動補助費 7 資料購入･作成費

1 人 件 費 8 会 議 費

2 事 務 所 費 9 グループ精勤費

3 事 務 費 広軌 .広聴活動費

4 交 通 費 10広報紙(諌)発行費

調査･政策立案費 111iP作成･管理費

5 視察･研修費 12政策広報費

6 調査委託費

00[コロ Eil体
※領収雷に記載された受取人を記載

議員名 0 0 0 0 両〕

議員名 ロ ロ ロ 口 軽)

議員名 △ △ △ △ 喧)

00業界団体との00に関する意見交換

00□nEgl体が主催する ｢△△△△会｣の会費 (具体的な品名等)

領 収 書

平成00年00月00日

mOO[コロ団体 @_

00 00様

1 12,0_良_旦男

ただし ､△△△△の会 会費

※ 領収書 は 重 ね て 貼付しない｡
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(7)政務調査費支払証明書

冠岩闇宙
年度 政務調査費支払証 明書 (東京都議会)

No.

項 目 過重塗塾塵_助産 7 苦料購入.作成費1 人 件 費 8 会 議 費2 事 務 所 費 9 グループ活動費3 事 務 費 星艶二退避遷重畳

支払先

(○で囲む)∋ 4 交 通 費 10 広報頼(読)発行費塾重工産室皇室畳 11 ffP作成.管理費5 視察.研修費 12 政策広報費6 調査委託費 13 会 費

支 出

≦ 目 的

支 出内 容

(例 :電車 .バスの切符代)

領 収書

がない

理 由

≡ (按分等)

上記のとお り支払いま したo

(使 用者 )議員 名

上記の とお り支払ったことを証明 します｡
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[亘云直]
平成00年 度 政務調査費支払証明書 (東京都議会)

No.○○

支出 日 平成〇〇年00月〇〇日 (局) 政務調査費支出額 ●●一一

項 目 盈室温塾盈塾畳 7 資料購入一作成費

支払先 ○○鉄道 (秩)

(Oで荒む) (亘) 交 通 琴 10 広舶 (副発行費嵐査二塵畳立塞盈 11 HP促成.管埋費5 視察.研修費 12 政策広報費6 調査委託費 13 会 費

支 出目 的 ○○ に関する調査 に伴 う交通費 (訪問先 =〇〇〇) 2

支 出 【電車代 (○○ ′- △△)

領収書がない理 由 (例 :電車 .バスの切符代)

電車 の切 符代 のため領収書な し

(按分等)

とおり支払いました

上記のとおり支払ったことを証明します｡
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(8)雇用契約書

雇 用 契 約 書

ふりがな 岳 E 生 年 月 日

氏 名 ≧ …｢f 年 月 弛

現 住 所 電話

下記の条件で契約しますo

雇 用 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

就 業 場 所

職 務 内容

就 業 時 間 午前.午後 時 分 から 午前.午後 時 分まで

(休憩時間) ( 1

休 日 ⊇

給与 (賃金)

E給 与支 払

給与振込先

上記契約期間満了をもって本契約を解消するD

契約書は2通作成し､双方が各 1通を保管する｡

年 月 日
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雇 用 契 約 書

0000 000

○ △ □ ○

△△区□□1-2-3

下記の条件で契約 しますO

就 業 時 間

(休憩時間)

給与 (賃金)

生 年 月 日

昭和00年 △月 □日生

電話 03-000-0000

平成00年 △月 口日 から 平成00年 △月△□日まで

△△区△△4-5-6 00事務所

政務調査補助事務 ･ 後援会事務 等

匡司ヰ 後 9時 00分 から 午前･匡頭 5時 30分まで
(内､休憩時間は 〇時 口分 から〇時 □分まで)

土 ･日･祝日･年末年始

月額 000,000円

毎月 00 日締切り 00 日支払い

00鼓行 00支店 普通 口座番号 00000000

上記契約期間満了をもって本契約を解消する｡

契約書は2通作成 し､双方が各 1通 を保管するO

平成00年 △月 口E]

雇 用 者 会派名又は議員名

0 0 0 0 印

被雇用者 住所 △△区ロロ1-2-3

氏名 ○ △ ロ ○ 印
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(9)職員従事協定書

｢哀毎貢1

職 員 従 事 協 定 書

電話

生 年 月 日

年 月 日生

従事元を甲とし､従事先を乙として､甲の上記従業員を下記条件で乙に従事させますO

従 事 期 間

従 事 場 所

職 務 内 容

従事 日･時間

費 用負 担 等

支 払 方 法

そ の 他

年 月 日から 年 月 日まで

この協定書に定めるもののほか､従事の取扱に関し疑義が生じた数合

は､甲乙協議の上これを定める｡
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醍醐風
職 員 従 事 協 定 書

まるさんか< しかくまる

○ △ 口 ○

△△区ロロ1-2-3

生 年 月 日

昭和00年 △月 口日生

電話 :03-000-0000

従事元を甲とし､従事先を乙として､甲の上記従業員を下記条件で乙に従事させますO

従 事 期 間

従 事 場 所

職 務 内 容

従事日･時間

費用負担等

支 払 方 法

そ の 他

平成00年 △月 □日 から 平成00年 △月△□日まで

ロロ市△△4-5-6 00事務所

政務調査補助事務及び後援会関係事務

毎週月曜日から金曜日まで､週00時間 (※)

月額00万円を乙が負担する｡(※)

当月分を翌月上旬に甲が乙に請求し､乙は甲の請求書を受理した日か

ら30E3以内に甲の指定口座あてに支払う｡

この協定書に定めるもののほか､従事の取扱に関し疑義が生じた場合

は､甲乙協議の上これを定めるD

本協定の証として本書を2通作成し､甲乙記名押印のうえ､それぞれ1通を保有する｡

平成 00年 00月 00日

(甲) (従事元) 派遣元の代表音名

0 0 0 0 印

(乙) (従事先会派名)

東京都議会議員 0 0 0 0 印

※ ｢従事白･時間｣｢費用負担等｣については､政諾調査活動への従事分を記載する｡
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(10)勤務実績表 (臨時織員等)

L参考様式E

勤務実績表 (臨時職員等)

月分 】 氏 名
I

目 曜日 勤 務 時 間 業 務 内 容

1 -

2 -

3 -

-4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

ll -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -
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:･･-
勤務実績表 (臨時職員等)

4 ~月分 EJ b ■ } ■ ■ 交 雷 ≡ヨ

目 曜 日 勤務時間 業 務 申 容

1 水 政務調査活動 (都立△△病院の視察等)

2 木 政務調査活動 (都政報告資料作成のため図書館で調査､都民相談対応等)

3 金 政務調査活動 (○○区の福祉政策を調査､都政報告会の打合せ等)

4 土

5 日

6 局 政務調査活動 (議員ホ｣ムページの作成等)

7 火 政務調査活動及び後援会活動の事務補助 (都政報告会の運営等)

8 水 政務 局査活動 (コ口協会との意見交換､都議会で○○施策の打合せ等)

9 木 政葦宕局査活動及び後援会活動の事務補助 (都政報告資料作成等)

10 金 政務調査活動 (駅頭で都政報告の補助､○○省と◇◇施策の打合せ等)

ll 土

12 巳

13 局 政務調査活動及び後援会活動の事務補助 (会派○○連綿会議出帝等)

14 火 政務 局査活動及び後援会活動の事務補助 (都民相談応対等)

15 水 政務 局査活動 (□□商店街総会で意見交換､都議会で○○施策の打合せ等)

16 衣 政諾調査活動 (都民相談応対､△△保育所の視察等)

17 金 政務調査活動及び後援会活動の事務補助(○○再開発事業組合と打合せ等)

18 土

19 日

20 月

21 火 妻《留意点》 f
ぎ○ 政務調査活動の有無力て分かるよう､業務内容を簡潔に記載してくださいoE22 水

23 木

24 金

25 土

27 月

28 火

29 衣

30 火
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備品台帳 閣

射響

芯車軸Ⅰ塗

聖剖 正二東宝蛭

蜜草駐顔

=二こ こ÷狂喜

鰭演

*二重

こZ

墜

革

nE

撃



備 品 台 帳 会派名 都議会○○党

No. 品 名 規 格 取得年月 日 取得価格 按分割合 保 管 場 所 備考

1パソコン ロロ電気社製 pc一〇〇〇〇〇 Ht7.5.20 60,000 会派控え室

- --- :-7 一 一→一一J r暮. .- H20.5.20廃棄

い ビデオカメラ □口△△社製 vc一口E□Lj H20.5.21 60,000 会派控え室

＼4㌔㌔莱′ゝ｡考を言ファクシミリ ○○電気 FX2000型 Hー9.8.2ー 80,000 1/2 ○○支部 事務所

印刷機 ○○電気 cp456型 はがき用 Ht9.8.22 120.000 1/2 ○○支部 事務所

発案や保管場所変更などの合に､わか)やすく記載す
∫ 分した 一般名称を表記○ 載するo処分日載す 二 二⊃ (取紳 綾を記】載する○ 按分割合により政務調査費から充当するO 保管場所を具体的に記載する

己 個別に機器を識別できる情報を記載するo

l l葛＼姦瓢 警 護 詔 警 oLの



(12)活動記録簿

活 動 記 録 簿

会派 ･議員名

年 月 日

場 所

相 手 方

参 加 者 氏 名

目 的 .内 容結 果 等

活 動 に要 した経 費i 弓交過餐 行 先 利用交通機関 利用区間 ! & *i 可

円

円

円

円

費 円
宿泊 ≧内訳 :i 円

飲食費 内訳 : 円

資料購入費 内訳 : 円

会費 内訳 : 円

その他 内訳 : 円】

∈

合 計 円

※この活動記録簿には､(∋調査研究のために管外出張したとき､②会派､議員が主催

する会議を行ったとき､③政務調査に係る会合で飲食のあったとき､④広報活動を行

ったとき､⑤委託調査を行ったときなどの際に必要な内訳等を記載 してくださいa
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活 動 記 録 簿

会派 ･議員名 00 00

年 月 日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ′) 平成〇〇年〇〇月〇〇日

場 所 ○○県議会 l※調査先を具体的に記載くださいI

相 手 方 ▲▲▲▲党○○県議亙 ※調査の相手を記載 ください

参 加 者 氏 名 〇〇〇〇､△△△△､□ロエロ ※調査員全員を記載 くださいI

目 的 .内 容結 果 等 ○○県における観光産業振興の取組についてのヒヤリング及び関連施

設○○センタ-の視察

E※具体的な調査内容を記載くださいo調査報告書等活動内容が確認

軽きる資料があれば添付 くださいE

活動 に要 した .経 費 ≡ 行 先 利用交通機関 利用区間 金 額

○○県議会交 ト ′ JR 新幹線 東京NOO 00,000円タクシー ○0.-00県庁 0,000円

… 量｡O- ○○バス ○○県庁～○○ 0,000円
i 円

i 円

宿泊費 内訳 :12,000×3名 36,000円

飲食費 内訳 :2,000×3名 6,000円

資料購入費 内訳 : 円

会費 内訳 : 円

その他 内訳 : 円

合 計 000,000円

※この活動記録簿には､①調査研究のために管外出張したとき､②会派､議員が主催

する会議を行ったとき､③政務調査に係る会合で飲食のあったとき､④広報活動を行

ったとき､⑤委託調査を行ったときなどの際に必要な内訳等を記載 してくださいO
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2 Q&A

Ql 支払において実質的な値引きとなるポイントが発生した場合

* 商品購入金額に応じてポイントが発生し､次回の商品購入時にポイントを
金額換算した分の値引きが受けられるサービスをいう｡このポイントは確実
に金額換算することが可能であるため､実質的な値引きと考えられるO

Al ポイントサービスにより実質的に商品価格が値引きとなる場合､実際

の支出額とは区別 し､政務調査費を充てる額を明確にする必要がある｡

《例》G) 支出額から今回発生 したポイント分の金額を差 し引くo

なお､所持 しているポイントがあれば､これを使用 して値引き

を受けても差し支えないO

この場合､値引後の支出額から今回発生したポイン ト分の金額

を差し引いたものに政務調査費を充てるQ

<例> 所持しているポイントを使用
商品価格
所持ポイント(800P)
支出額

今回発生ポイント(420P)

¥ 5,000

¥800
¥4,200

¥ 420
¥ 3.780

② 政務調査費専用のポイン トカー ドを作成 し使用するO

所持 しているポイン トを毎回必ず使用し､ポイン トで割 り引い

た後の金額に政務調査費を充てる｡

<例> 商品価格 ¥5,000
所持ポイント(800P) ¥800
支出額 ¥4,200
今回発生ポイント(420P) 次回使用
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Q2 領収書が徴収できない場合

A2 領収書に代わるものがあればそれを貼付する｡

領収書に代わるものがない場合は､支払証明書を作成するo

<領収書に代わるものの例>

領収書が徴収できない落合 領収書に代わるもの

口座引落 通帳の写し(※1)又は引落通知書等の金額が確認できる書類(※2)

口座二振込

インターネット払い

クレジットカード払い

※1 該当部分以外を黒塗りするなどして隠すことが望ましいO
※2 クレジットカー ド利用明細など利用の内訳を通知するだけの書類は､支出

の事実を証する書類ではないので領収書の代わりとはならない｡

※3 ｢領収書に代わるもの｣の内容確認のため､請求書等請求人及び支払人が

確認できる資料を提示するO

なお､｢ETC｣については､支払方法に応 じた取扱いとするO

《例》クレジットカー ド払い

Q3 領収書を政治資金規正法においても必要な場合

A3 以下の点に留意する｡

① 領収書が1枚の場合

原本は政治資金規正法にのっとって保存する｡

政務調査費の収支報告書の提出時及び政治資金規正法の収支報告書の

提出時は､それぞれ領収書のコピーを添付することとなるが､政務調査

費の充当金額を明らかにする必要がある.

② 領収書を2枚に分けた場合

領収書を2枚に分けて発行 してもらい､それぞれ政務調査費用 と政治

資金規正法用に使用 しても差し支えない｡

この場合､政務調査費領収書等貼付用紙の備考欄に領収書を便宜上 2

枚に分けたことや､支払総額を記載する必要がある｡

き選挙管理委員会事務局総務課政治団体係 (直通5320-6907､

圭内線55-114､115)にご確認くださいO
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《例》① 広報賠 印刷代 の領収書が 1枚 の場合

●原本

領収書

○○後援会 横

芝ユ00,0.00-

ただ し､広報紙印刷代

l ･

コピー した領収書を領収書

等貼付用紙に貼付 し､備考

欄に按分績 ･割合を記入

●政務調査費用

了 ● :--

② 広報紙 印刷代の領収書 を 2枚 に分 けた場合

●政務調査費用 (原本)

原本又はコピーを領収書

等貼付用紙た貼付し､備

考欄に按分硯を記入

65

●政治資金規正法用 (原本)

∴_

原本は政治資金規正法

にのっとって保存



《参考資料》

支 出項 目の選択 につ い て

① 政 務調 査 費 を充 て る場 合 は､使 途 基 準 に従 う｡

② 政 治 資金 規 正 法 の対象 とな る支 出 は､法 の分 類 基 準 に従 うa

ただ し､会計処理 の必要か ら､政治資金規正法の支 出項 目に政務調査費

の支 出項 目を統一 したい場合 は､議会局政務調査費担 当にご相談 くだ さいO

く政 治資金規 正法 及 び政 務 調査 費 に お け る支 出項 目対 比 表 〉

甲類 項.目 ~ ~~..例 示 ._._

経栄経費に係る支出 人件草_ 給料､各種手当､労働保険料等 人件費 (捕)

光熱水費 電気､ガス､水道の使用料等 事務費 (捕)

備品Ⅰ消耗品費 机､複写機等備品の購入費 事務費 (補)
封筒､鉛筆等消耗品の購入費 事務費 (捕)

ガソリンの購入費 交通費 (捕)

新聞､雑誌の購入費 資料購入.作成費 (調)

事務所費 事務所の賃料 事務所費 (棉)
電話.インターネットの使用料 事務費 (捕)

事務所用駐車場代 交通費 (捕)

自動車のリース代 交通費 (捕)

政～ム.′口請動費に 組織活動費 大会費､行事費､交際費､交通費等 視察.研修費 (調)

会議費 (調)

グループ活動費 (覗)

会費 (広)

選挙関係費 公琴推薦料､陣中見舞の経費等 充当不可 -

a関戟aめ発行そめ (1)機関紙誌の発行事業費 原稿料､印刷費等 充当不可 -

(2)宣伝事業費 逆説費､宣伝用自動車のリース料 ､交通費等 政策広報費 (広)ホームページ作成ー管理費 (広)

ビラ.パンフレット等作成費 広報紙(読)発行費 (広)

係る支出 鰭の辛業費 会場借上費､記念品代等 充当不可
(4)その他の事業費 上記(1)(2)(3)以外の経費 (目的により項目を選択) -

調査研究費 研修会費､翻訳代､交通費等 視察.研修費 (調)
会議費 (調)

グループ活動費 (調)

書籍購入費 資料購入.作成費 (調)

寄附.交付金 政治活動に関する寄附等 充当不可 -

※ 表中の(捕)は｢調査活動補助費ふ く調)は｢調査 ･政策立案費｣､(広)はr広報･広聴活動費｣を表す｡
※ 政治資金規正法ではr振込手数料｣は､付随する各支出項目に計上する｡
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○地方自治法(抄)

(調査権 ･刊行物の送付 ･図書室の設置)

第百条

14 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調査

研究に資するため必要な経費の-部として､その議会における会派又は議員に

対し､政務調査費を交付することができる｡この場合において､当該政務調査

費の交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定めなければならない｡

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところに

より､当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとす

る｡
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○東京都政務調査費の交付に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は､地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号O以下 ｢法｣

とい うo)第百条第十四項及び第十五項の規定に基づき､東京都議会議員 (以下

｢議員｣という｡)の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付する政

務調査費 (以下 ｢調査費｣という｡)に関し､必要な事項を定めるものとする｡

(交付の対象等)

第二条 調査費は､議員の職務が都民意思を代表し､政策を形成することであ

り､議会の役割が知事その他の執行機関が行 う施策の評価及び監視並びに政策

の立案であるこせにかんがみ､議員が行 う調査研究､情報収集､政策立案､広

報 ･広聴活動等に資するため､東京都議会議長 (以下 ｢議長｣という｡)に結成

を届け出た会派(所属議員が一人の場合を含む｡以下同じ｡)に対して交付する0

2 議長は､会派の結成の届出があったときは､その旨を知事に通知しなけれ

ばならないO会派の名称､会派の所属議員等の変更等の届出があったときも同

様とするO

(交付の金額)

第三条 調査費は､会派の所属議員数に応じ､議員一人につき月額六十万円の

割合をもって算定した金額とする｡

(所属議員数)

簾田条 前条の所属議員数は､毎月一日における会派の所属議員数によるO

2 月の中途において次に掲げる事由が生じた場合は､その月分の調査費の交

付については､これらの事由が生じなかったものとみなすO

- 議員の任期満了又は議会の解散

二 議員の死亡､辞職､失職又は除名

三 議員の所属会派からの脱会又は除名

四 会派の解散又は合併

3 会派の所属議員数の計算については､同-議員につき重複 して行 うことが

できない｡

(交付の申請)

第五条 会派の代表者 (以下 ｢代表者｣という｡)は､調査費の交付を受けよう

とするときは､毎年度四月十日までに知事に交付の申請をしなければならない0

2 前項の規定にかかわらず､代表者は､新たに会派を結成した場合において

調査費の交付を受けようとするとき又は所属議員の員数に変更があったときは､

遅滞なく知事に交付の申請をしなければならない｡
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(交付の決定及び通知)

第六条 知事は､前条の規定による交付の申請があったときは､速やかに交付

額を決定し､代表者に通知するものとする｡

(交付の請求及び時期)

第七条 代表者は､前条の規定による通知を受けた後､毎月､当該月分の調査

費を請求するものとする｡

2 知事は､前項の規定による請求があったときは､速やかに調査費を交付す

るものとするO

(調査費の使途)

第八条 L会派は､調査費を別に定める使途基準に従い､適正に使用しなければ

ならない｡

(経理責任者)

第九条 会派は､調査費の経理を行わせるために経理責任者を定めなければな

らないO

(収支報告等)

第十条 調査費の交付を受けた代表者は､法第百条第十五項の規定により､当

該調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下 r収支報告書｣という｡)を交付を

受けた日の属する年度終了の日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出し

なければならない｡

2 前項の収支報告書を提出するときは､調査費の支出に係る領収書その他の

支出の事実を証する書類又はその写し (以下 ｢領収書等｣というO)を併せて提

出しなければならない.

3 議長は､前二項の規定により収支報告書及び領収書等が提出されたときは､

必要に応じ調査を行い､調査費の適正な執行の確保に努めるものとする0

4 議長は､第一項の規定により提出された収支報告書を知事に送付するもの

とするO

(東京都議会政務調査費調査等協議会)

第十条のこ 議長は､前条第三項に規定する調査等に関し､専門的見地からの

意見を聴くため､議長が指名する三人以内の学識経験を有する者をもって構成

する東京都議会政務調査費調査等協議会 (以下 ｢協議会｣という｡)を置く｡

2 協議会は､前項に規定する意見を述べる場合において必要があると認める

ときは､収支報告書及び領収書等に関し､検査を行 うことができるものとする｡

3 協議会は､前項に規定する検査を行 う場合において､調査費の使用状況等

の適切な把握のため必要があると認めるときは､会派との意見交換等を行 うこ

とができるものとする0

4 協議会は､必要があると認めるときは､議長又は会派に対し､調査費に関
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する指導及び助言をすることができるものとする｡

5 協議会の構成員は､正当な理由なく､この条に規定する職責を果たす上で

知り得た秘密を漏らしてはならない0第-項に規定する指名が解かれた後も同

様とするO

6 前各項に定めるもののほか､協議会の組織及び運営に関し必要な事項は､

議長が定めるO

(調査費の額の確定)

第十一条 知事は､前条第三項の規定による収支報告書の送付を受けたときは､

当該収支報告書の審査及び必要に応じて行 う調査等により交付すべき調査費の

額を確定し､代表者に通知しなければならないO

(剰余金の返還)

第十二条 代表者は､前条の規定による調査費の額の確定があった場合におい

て､第六条の規定により決定した交付額について剰余金が生じたときは､前条

の規定による通知を受けた後速やかに､当該剰余金を返還しなければならない｡

(交付の決定の取消し)

第十三条 知事は､調査費の交付を受けた会派が当該調査費を第八条の規定に

違反して使用したときは､当該調査費の交付の決定の全部又は一部を取 り消す

ことができる0

2 知事は､前項の規定による取消しをしたときは､速やかに代表者に通知す

るものとするQ

3 前二項の規定は､第十一条の規定による調査費の額の確定があった後にお

いても適用があるものとするQ

(調査費の返還)

第十四条 知事は､前条第-項の規定により調査費の交付の決定を取り消した

場合において､当該取消しに係る部分に関し､既に調査費が交付されていると

きは､期限を定めて､その返還を命じなければならない｡

(準用)

第十五条 第十条から前条までの規定は､会派が解散､合併等により消滅 した

場合について準用する｡この場合において､第十条第-項中 ｢代表者｣とある

のは ｢代表者であった者｣と､｢交付を受けた日の属する年度終了の日｣とある

のは ｢当該会派消滅の日｣と､第十一条､第十二条及び第十三条第二項中 ｢代

表者｣とあるのは ｢代表者であった者｣と読み替えるものとするO

(収支報告書等の保存及び公表等)

第十六条 議長は､第十条第-項及び第二項の規定により提出された収支報告

書及び領収書等を､当該収支報告書及び領収書等を提出すべき期限の翌 日から

起算して五年を経過する日まで保存しなければならないO
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2 議長は､前項の規定により保存している収支報告書について､東京都議会

情報公開条例 (平成十-年東京都条例第四号O以下 ｢都議会情報公開条例｣と

いうO)第四条の規定に基づき公表するものとする｡

3 何人も､議長に対し､第一項の規定により保存されている領収書等の写 し

の閲覧を請求することができる｡この場合において､議長は､当該請求に係る

領収書等に都議会情報公開条例第七条各号に掲げる情報が記録されているとき

は､当該情報が記録されている部分を除いた部分につき､閲覧に供するものと

するO

(委任)

第十七条 第五条､第六条､第十一条及び第十三条に関して必要な事項は､東

京都規則で定める｡

2 前項に規定するもののほか､この条例の施行について必要な事項は､議長

が定めるO

附 則

この条例は､平成十三年四月一 日から施行する｡

附 則 (平成-四年条例第一二〇号)

この条例は､公布の日から施行する｡

附 則 (平成二〇年条例第-二六号)

1 この条例は､平成二十一年四月一日から施行するOただし､第-条及び第

十条第-項の改正規定は､公布の日から施行する0

2 この条例 (前項ただし書に規定する改正規定を除く｡)による改正後の東京

都政務調査費の交付に関する条例の規定は､平成二十-年四月一日以降に交付

する政務調査費について適用し､同日前に交付された政務調査費については､

なお従前の例による｡
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○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は､東京都政務調査費の交付に関する条例(平成十三年東京都

条例第二十四号O以下 ｢条例｣という｡)第十七条第一項の規定に基づき､政務

調査費(以下 ｢調査費｣というO)の交付に関し､必要な事項を定めるものとす

る｡

(交付の申請)

第二条 条例第五条の交付の申請は､別記第-号様式によるO

(交付の決定及び通知)

第三条 知事は､条例第六条の規定により調査費の交付額を決定した場合は､

別記第二号様式により会派の代表者に通知するものとする0

2 前項の規定は､条例第十三条第二項の規定により交付の決定の全部又は-

部の取消しを行った場合に準用する｡

(調査費の額の確定の通知)

第四条 知事は､条例第十-条の規定により調査費の額を確定した場合は､別

記第三号様式により､会派の代表者に通知するものとする｡

附 則

この規則は､平成十三年四月-日から施行する.

別記様式 略
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○東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程

(趣旨)

第一条 この規程は､東京都政務調査費の交付に関する条例 (平成十三年東京

都条例第二十四号O以下 ｢条例｣というO)第十七条第二項の規定に基づき､政

務調査費 (以下 ｢調査費｣という｡)の交付に関し､必要な事項を定めるものと

するO

(会派の通知)

第二条 条例第二条第二項の規定による通知は､次に掲げる事項を記載した文

書を添付し､別記第-号様式により行 うものとするO

- 会派の名称

二 代表者の氏名

三 所属議員の員数及び氏名

(政務調査活動の定義及び使途基準)

第三条 議員の職務が､都民意思を代表し､政策を形成することであり､議会

の役割が､知事その他の執行機関が行 う施策の評価及び監視並びに政策の立案

であることにかんがみ､調査費をもって経費に充てることのできる活動を調査

研究､情報収集､政策立案､広報 ･広聴活動等 (以下 ｢政務調査活動｣という｡)

とし､次に掲げるとおりとする｡

- 都政の課題､議会で審議する案件等について行 う調査研究のための活動

二 都民､政治家､行政関係者､民間の団体等との意見交換その他の情報収

集を行 うための活動

三 政策や方針を立案及び発信するため､会派内又は会派間において､政策

や方針について意見交換や意見調整等を行 う活動

四 都民等に対して行 う広報 ･広聴活動

五 前各号に掲げるもののほか､議長が必要と認める活動

2 条例第八条の規定による調査費の使途基準は､別表のとおりとする｡

(経理責任者)

第四条 条例第九条の経理責任者 (以下 ｢経理責任者｣という｡)は､調査費の

収入及び支出の出納を記載した経理帳簿､調査費の支出に係る領収書その他の

支出の事実を証する書類又はその写し及びその他支出の適正性を証する書類

(以下 ｢経理帳簿等｣というQ)を整理し､又は保管し､及び調査費の適正な執

行に努めるものとする｡

2 経理責任者は､経理帳簿等 (条例第十条第二項の規定により提出した領収

書等を除くO)を条例第十条第-項及び第二項の規定により収支報告書及び領収
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書等を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなけれ

ばならない｡

3 調査費の交付を受けようとする会派の代表者 (以下 ｢代表者｣という｡)は､

経理責任者の氏名を別記第二号様式により議長及び知事に届け出なければなら

ない｡

4 経理責任者の変更があったときは､前項の規定を準用する｡

(収支報告書)

第五条 条例第十条第-項の収支報告書は､別記第三号様式とするO

(議長の調査等)

第六条 議長は､調査費の適正な執行を確保するため､代表者に対し､毎四半

期ごとに調査費の収支状況報告書 (別記第四号様式)の提出を求めるものとす

る0

2 議長は､前条の収支報告書及び前項の収支状況報告書の提出を受けた場合

において必要があると認めるときは､代表者に対し､経理帳簿等の提示を求め

て調査することができるものとする｡

3 前項の調査は､別記第五号様式により記録するものとする｡

(収支報告書の公表)

第七条 条例第十六条第二項の規定による収支報告書の公表は､東京都議会図

書館において閲覧に供することにより行 うものとする｡

(領収書等の写しの閲覧)

第八条 条例第十六条第三項の規定による領収書等の写しの閲覧は､議長が別

に定めるところにより行 うものとする｡

附 則

この規程は､平成十三年四月一日から施行する.

附 則 (平成二〇年議長告示第二号)

1 この規程は､告示の日から施行する｡

2 この規程による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第

三条､別表並びに別記第三号様式及び第四号様式の規定は､この規程の施行の

日以後に使用する政務調査費から適用し､同日前に使用した政務調査費につい

ては､なお従前の例によるo

附 則 (平成二〇年議長告示第三号)

1 この規程は､平成二十-年四月一日から施行する0

2 この規程による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程の

規定は､この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し､同日

前に交付された政務調査費については､なお従前の例による｡

別記様式 略
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別表(第 3条関係)

分類 項 目 内 容 例 示

餐毒舌 のため雇用する職員及び臨時 社会保険料等

動棉 職員等に要する経費事 務 所 費 会派又は議員が政務調査活動 賃料､管理費､仲介手数料､礼金､

初費 のため設置する事務所の設置 政務調査活動に必要な造作等
及び維持に要する経費

事 務 費 会派又は議員が政務調査活動 事務用品代､光熱水費､備 品購入

のため設置する事務所におけ 費､修理費､通信費､リース .保守

る事務運営に要する経費 料､運搬費､インターネ ッ ト接続経費､名刺代､来客用茶菓代等

交 通 費 会派又は議員の政務調査活動 バス .電車代､タクシー代､高速料

に要する日常的な交通費､宿 金､駐車場代､自動車 リース代､ガ

調 視察 .研修費 会派又は議員が政務調査活動 講師等謝礼､会場 .機器等借上代､

塞 のため行 う視察 .研修等に要 通訳 .翻訳代､参加費､資料代､交

政 する経費又は他団体等が主催 通費､宿泊費､食事代､通信費､バ
策 する視察 .研修等-の議員等 ス借上代､視察先入場料､視察先-

立秦費 の参加に要する経費 の土産代等

調 査 委 託 費 -会派又は議員が政務調査活動のため行 う外部団体等-の調査研究委託に要する経費 調査委託費､翻訳料等

資 料 購 入 会派又は議員が議会審議や政 書籍代､新聞 .雑誌購読料､CD-

･ 作 成 費 務調査活動のため行 う図書等 ROM等購入費､有料データベース

の購入及び資料作成に要する経費 代､コピー代､印刷代､パネル代等

会 議 費 会派又は議員が政務調査活動 講師等謝礼､会場 .機器等借上代､

のため開催する会議に要する 通訳 .速記代､会議に伴 う茶菓代､

経費 食事代､看板代､交通費等

グ ル ー プ 会派又は議員が政務調査活動 議員連盟等年会費､視察参加費､交

活 動 費 のため行 う都政に関連する議員連盟活動等に要する経費 通普等

広 広報紙 (読) 会派又は議員が政務調査活動 原稿料､作成委託料､デザイン代､

報 発 行 費 のため行 う広報紙 (蕊)等の 写真代､コピー代､印刷 .製本代､

広聴 作成 .発行に要する経費 はがき代､新聞折込代､送料等ホームページ 会派又は議員が政務調査活動 ホームページ .ブログ作成管理委託

活動餐 作成 .管理費 のため行 うホームページ .ブログ等の作成 .管理に要する 料､保守料等
経費

政 策 広 報 費 会派又は議員が政務調査活動 会場 .機器等借上代､通訳 ー速記

のため行 う音声による広報 . 代､会議に伴 う茶菓代､看板代､機

広聴活動に要する経費 材費､自動車 リース代､道路使用許可申請手数料､交通費等

会 費 会派又は議員が政務調査活動 地域団体等が主催する会合の会費､

のため行 う各種団体等が主催 年会費､交通費等

する会合等-の参加に要する
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○東京都議会政務調査費調査等協議会要綱

(趣旨)

第一条 この要綱は､東京都政務調査費の交付に関する条例 (平成十三年東京

都条例第二十四号o以下 ｢条例｣というO)第十条の二第六項の規定に基づき､

東京都議会政務調査費調査等協議会 (以下 ｢協議会｣という｡)の組織及び運営

に関し､条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする｡

(協議会の組織)

第二条 条例第十条の二第五項に規定する協議会の構成員 (以下 ｢委員｣とい

う｡)の任期は二年とし､補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする｡ただし､

再任を妨げない｡

2 協議会に座長を置き､委員の互選によりこれを定める｡

3 座長は､協議会を代表し､会務を総理する0

4 座長に事故があるとき､又は座長が欠けたときは､座長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する｡

(会議)

第三条 協議会の会議は座長が招集する｡

2 協議会の会議は､委員の過半数が出席しなければ､閃くことができない｡

3 協議会の会議は､非公開とするO

(指導及び助言)

第四条 議長又は会派は､政務調査費に関し､条例第十条の二第四項に規定す

る指導及び助言 (以下 ｢指導及び助言｣という｡)を協嵩会に求めることができ

るものとする0

2 協議会は､議長に指導及び助言を行う場合において､政務調査費の使用状

況等の適切な把握のため必要があると認めるときは､会派との意見交換等を行

うことができるものとする｡

3 協議会は､会派に指導及び助言を行 う場合において､政務調査費の使用状

況等の適切な把握のため､会派との意見交換等に努めるものとする｡

(検査)

第五条 条例第十条の二第二項に規定する検査 (以下 ｢検査｣という｡)は､条

例第十条第一項に規定する収支報告書の提出時に行 うほか､東京都政務調査費

の交付に関する条例施行規程 (平成十三年東京都議会議長告示第二号｡以下 ｢規

程｣というo)第六条第-項に規定する収支状況報告書の提出時に行 うことがで

きるものとする0

2 検査は､抽出によるものとする｡
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3 協議会は､検査において､政務調査費の使用状況等の適切な把握のため必

要があると認めるときは､会派に対し､規程第四条第-項に規定する経理帳簿

等の提示を求めることができるものとする0

4 協議会は､検査において､政務調査費の使用状況等の適切な把握のため､

会派との意見交換等に努めるものとするC

(庶務)

第六条 協議会の庶務は､東京都議会議会局管理部経理課において処理する｡

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか､協議会の運営に関し必要な事項は､座

長が定める｡

附 則

この要綱は､平成二十一年四月一日から施行するO
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○東京都政務調査費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱

(趣旨)

第一条 この要綱は､東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程 (平成十

三年東京都議会議長告示第二号)第八条の規定に基づき､政務調査費に係る領

収書等の写しの閲覧 (以下 ｢閲覧｣というo)に関し必要な事項を定めるものと

する｡

(閲覧場所)

第二条 閲覧の場所は､東京都議会議事堂二階の東京都議会議会局管理部経理

課の閲覧室 (以下 ｢閲覧室｣というo)とするO

(閲覧時間)

第三条 閲覧時間は､午前九時から午後五時三十分までとする｡

2 前項の規定にかかわらず､東京都議会議会局長 (以下 ｢議会局長｣というo)

が特に必要と認めるときは､閲覧時間を臨時に変更することができるo

(閲覧業務を行わない日等)

第四条 閲覧業務を行わない日は､東京都の休 日に関する条例 (平成元年東京

都条例第十号)第一条第-項各号に掲げる東京都の休 日とする0

2 前項の規定にかかわらず､議会局長が特に必要があると認めるときは､閲

覧業務の全部又は一部を休止することができるO

(閲覧手続)

第五条 閲覧をしようとする者 (以下 ｢閲覧者｣という｡)は､別記第一号様式

による政務調査費交付に係る領収書等の写しの閲覧請求書 (以下 ｢閲覧請求書 ｣

というo)に必要事項を記入し､東京都議会議長 (以下 ｢議長｣という｡)に提

出しなければならない｡

(閲覧方法)

第六条 閲覧者は､係員から受け取った領収書等の写しを､係員の指示に従い

閲覧しなければならない｡

2 閲覧者は､閲覧が終了したときは､速やかに前項の領収書等の写しを係員

に返却しなければならないO

(カメラ等による撮影等)

第七条 閲覧者が､カメラ､デジタルカメラ､カメラ付き携帯電話､ビデオカ

メラ､携帯複写機､スキャナその他これらに類する機器 (以下 ｢カメラ等｣と

いうO)を持参し､閲覧に供した領収書等の写しの撮影等を希望する場合は､閲

覧請求書にカメラ等による撮影等を希望する旨を記載した上で､その全部又は

一部の撮影等を行 うことができる｡ただし､当該撮影等が他の閲覧者の迷惑と
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なるときは､この限りでない｡

2 前項の規定にかかわらず､領収書等の写しの汚損､破壊又は内容の損傷の

おそれがあると認めるときは､撮影等を認めず､又は中止させることができるO

(複写)

第八条 閲覧に供した領収書等の写しについて､閲覧室に設置する複写機によ

る複写を希望する者は､別記第二号様式による複写機使用申込書に必要事項を

記入し係員に提出した上で､複写を行 うことができる0

2 前項の複写に際しては､その実費として､片面一枚につき十円を徴収するO

3 前項の料金を徴収するときは､料金と引換えに別記第三号様式による領収

書を交付する｡

(閲覧者の遵守事項)

第九条 閲覧者は､次に掲げる事項を遵守しなければならないO

一 領収書等の写しを閲覧室以外の場所に持ち出さないこと｡

二 領収書等の写しを丁寧に取り扱 うとともに､汚損､破壊､改ざん等の行

為をしないことO

三 閲覧室には､危険物等を持ち込まないことO

四 閲覧室では､音読､談話､飲食､喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為を

しないこと｡

五 その他係員の指示に従 うこと｡

(閲覧の中止又は禁止)

第十条 議会局長は､閲覧者がこの要綱の規定に達反する場合は､その閲覧を

中止させ､又は禁止することができる｡

附 則

この要綱は､平成二十-年四月一日から施行する｡

別記様式 略
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○公職選挙法(抄)

(公職の候補者等の寄附の禁止)

第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者 (公職に

ある者を含むO以下この条において ｢公職の候補者等｣というO)は､当該選挙

区 (選挙区がないときは選挙の行われる区域｡以下この条において同じO)内に

ある者に対し､いかなる名義をもってするを問わず､寄附をしてはならない.

ただし､政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親

族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普

及するために行 う講習会その他の政治教育のための集会 (参加者に対して饗応

接待 (通常用いられる程度の食事の提供を除く.)が行われるようなもの､当該

選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による

当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く｡以下この条に

おいて同じO)に関し必要やむを得ない実費の補償 (食事についての実費の補償

を除くO以下この条において同じ｡)としてする場合は､この限りでない0

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附

については､当該公職の候補者等以外の者は､いかなる名義をもってするを問

わず､これをしてはならないoただし､当該公職の候補者等の親族に対してす

る場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために

行 う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償

としてする場合は､この限りでない0

3 何人も､公職の候補者等に対して､当該選挙区内にある者に対する寄附を

勧誘し､又は要求してはならないOただし､政党その他の政治団体若 しくはそ

の支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し､又は要求する場

合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行 う

講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償 とし

てする寄附を勧誘 し､又は要求する場合は､この限りでない｡

4 何人も､公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対

する寄附については､当該公職の候補者等以外の者に対して､これを勧誘 し､

又は要求してはならない｡ただし､当該公職の候補者等の親族に対する寄附を

勧誘し､又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施

策を普及するために行 う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむ

を得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し､又は要求する場合は､この限り

でない｡
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本手引についてのご質問等は､下記連絡先にお願いします｡

東京都議会議会局管理部経理課 電話 (代表) 03(5321)1111

〔政務調査費事務担当〕 (内線) 56-165-168

直通 03(5320)7162-7165

FAX 03(5388)1780






